
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成３０年６月１０日 １４時４５分ごろ 

発生場所 香川県坂出市櫃
ひつ

石
いし

島東方沖 

 櫃石港４号防波堤灯台から真方位０３１°８６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.４′ 東経１３３°４８.８′） 

インシデントの概要 プレジャーボートやすらぎ丸は、東南東進中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 平成３０年６月２２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート やすらぎ丸、５トン未満（長さ５.６３ｍ） 

 ２７１－２０２００岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風速 約２.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮流 微弱な西北西流 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、櫃石島東方沖で

釣りをしながら漂泊中、潮流に流されたので、潮上りの目的で、約５

ノットの対地速力として東南東進した。 

船長は、本船が停止したので、海底をのぞき込んだところ、鳴瀬の

浅礁域にある浅所（以下「本件浅所」という。）に座洲したことを知

った。 

船長は、マリーナに携帯電話で救助の依頼を行った後、海上保安庁

に本インシデントの発生を通報した。 

本船は、自然離礁したので、自力で航行して帰港した。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、これまでに鳴瀬の浅礁域付近で釣りを行った経験が数回あ

り、浅瀬や暗岩が存在することを知っていた。 

船長は、釣りを行っているときにＧＰＳプロッターを使用していな

かった。 

分析  本船は、櫃石島東方沖を潮上りの目的で東南東進中、船長が、ＧＰ

Ｓプロッターを使用するなどして船位の確認を適切に行っていなかっ

たことから、本件浅所付近を航行し、本件浅所に座洲したものと考え

られる。 

原因 本インシデントは、本船が、櫃石島東方沖を潮上りの目的で東南東

進中、船長が、ＧＰＳプロッターを使用するなどして船位の確認を適

切に行っていなかったため、本件浅所付近を航行し、本件浅所に座洲



したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浅礁域付近で釣りを行う際は、浅瀬や暗岩が存在する可能性があ

るので、慣れた海域であっても浅所に近づかないようＧＰＳプロ

ッターを活用して船位の確認を適切に行うこと。 

 


